
金融円滑化への取組について

平成２２年１１月１５日

信用組合 広島商銀

◇「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」を踏まえた

対応措置について(第７条第１項第２号に基づく説明資料)

◇貸付条件の変更等の実施状況について

「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」

を踏まえた対応措置について(第７条第１項第２号に基づく説明資料)

１．対応措置の実施に関する概要

当組合では「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」

(以下「金融円滑化法」と言います)を踏まえ、「金融円滑化管理方針」・「金融円滑化管

理規程」を制定し、平成２２年２月１日に別紙、「ご返済がお困りになっているお客様

へ」・「貸付条件の変更等の申込みに対する方針」を店頭掲示・ホームページで公表し

ております。

当組合は、相互扶助の精神の下、地域社会との強い信頼関係で結ばれたたよりがいの

ある商銀として、お客様の悩みを一緒に考え、問題の解決に努めていくため、「金融円

滑化管理方針」を遵守し、全役職員が一体となって取り組んでまいります。

２．対応措置を適切に推進・管理するための体制整備の概要

当組合では、金融円滑化法第４条および第５条の規定に基づく対応措置を適切に推進・

管理するために、以下のとおり必要な体制整備を図っております。

(１)推進体制

①金融円滑化の推進機関として、平成２１年１２月２１日付けで「金融円滑化推進チー

ム」(以下「推進チーム」と言います)を設置しました(常務理事を担当役員兼金融円

滑化管理担当理事とし、チーフ兼金融円滑化管理責任者に審査部担当部長をあて、メ

ンバーは関係部署の役付職員で構成しております。)。

②平成２１年１２月２９日付けで全営業店および推進チームに「金融円滑化ご相談窓口」

を設置し、融資担当役席・推進チーム事務局を窓口に、貸付条件の変更等の相談およ

び経営改善支援等を行う体制としました。

③お客様からの貸付条件の変更等のお申込に対して営業店が適切に対応できるようにす

るために、平成２２年４月８日付けで「金融円滑化管理対応マニュアル」を策定しま

した。



(２)管理体制

①当組合における金融円滑化管理体制について定めた「金融円滑化管理規程」を平成２

２年１月２９日付けで策定し、当組合職員全員に周知いたしました。

②当組合における金融円滑化管理は、理事会で決定された「金融円滑化管理方針」に基

づき、常勤役員会・金融円滑化管理担当理事と金融円滑化推進チームが実行する体制

とします。

1)理事会

☆理事会は、金融円滑化法第６条で定める「金融円滑化管理方針」を定めます。

☆理事会は、金融円滑化管理に関する重要事項を審議し、金融円滑化管理態勢を構

築・推進します。

2)常勤役員会

☆常勤役員会は、理事会で決定された「金融円滑化管理方針」に基づき、

ｱ)金融円滑化管理態勢の構築・整備に係る重要な規程の制定及び改廃

ｲ)金融円滑化管理担当理事の選任及び解任

ｳ)金融円滑化管理責任者の選任及び解任

ｴ)金融円滑化に関する申込み・相談・苦情窓口の設置及び運営の基本的事項の決

定及び重要な見直し

ｵ)金融円滑化管理に係る重要事項と認めた事項を議決します。

☆常勤役員会は、金融円滑化管理担当理事から金融円滑化管理にかかる報告を受け、

協議し、金融円滑化管理体制の改善を図るとともに、理事会に対し必要な報告を

行います。

3)金融円滑化管理担当理事

☆金融円滑化担当理事は、金融円滑化管理責任者に対する指揮・命令を通じて、金

融円滑化管理体制の整備・充実・強化にあたります。

4)金融円滑化推進チーム

☆金融円滑化推進チームは、金融円滑化管理に係る情報を集約し、当該管理に係る

対応の進捗状況及び処理指示を一元的に統括・管理します。

☆金融円滑化推進チームは、金融円滑化法を踏まえ、同法に基づくお客様への適切

な対応が行えるよう具体的施策を実施します。

☆金融円滑化推進チームは、営業店等における適切な金融円滑化の実施を確保する

ため、営業店等に対して具体的な指導・監督等を行い、営業店と連携しながら金

融円滑化が適切に行われるよう管理します。

☆金融円滑化推進チームは、金融円滑化法に基づく開示や当局への報告が適切に行

われていることを確認します。

☆金融円滑化管理責任者は、金融円滑化管理態勢の実施状況等について、定期的又

は必要に応じて随時、常勤役員会に報告します。

３．対応措置に係るご意見・苦情相談に適切に対応するための体制整備の概要

（１）受付体制

当組合は、お客様からの条件変更等のご相談・お申込みに対するご意見・苦情相談に

対して、別紙「ご返済がお困りになっているお客様へ」記載の窓口等で真摯に対応いた



します。

（２）記録・報告

受けたご意見・苦情相談については当組合「苦情処理体制」に基づき、所定の「相談

・苦情シート」を作成し、取り纏めのうえ定期的に本部所管部(事務部)に報告します。

（３）協議・実施

事務部は、お客様のご意見・苦情相談に対して速やかに対応策を金融円滑化推進チー

ムに求め、金融円滑化推進チームは対応策を協議し、営業店に対し具体的な対応策を指

示するとともに、必要に応じて常勤役員会に報告します。

事務部は、お客様のご意見・苦情相談内容をコンプライアンス委員会に報告し、金融

円滑化管理責任者は、対応状況をコンプライアンス委員会に報告します。

４．お客様の事業改善または再生支援を適切に行うための体制整備の概要

（１）支援体制

①融資管理部・審査部を所管部としてお客様の事業改善または再生支援のお手伝いを

適切に実施するため、各営業店の指導を行っております。

（２）経営改善支援への取組方針

①経営改善計画を策定した場合には、当該計画の進捗状況を適切に管理し、必要に応

じ当該お客様に対してきめ細かな経営相談、経営指導等を行うことにより積極的に

事業再生に取組んで参ります。

②経営相談・経営指導等を行う場合は、日常の企業訪問等を通じて経営実態の十分な

把握に努めるとともに、ライフサイクル(創業・新事業支援、経営改善支援、事業

再生、事業承継)に応じた支援に取り組みます。



法第４条に基づく措置

（単位：百万円）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

23 4,433 135 13,755 198 21,404 270 27,353 354 34,944 446 42,767

(19) (3,972) (113) (12,684) (167) (18,767) (220) (24,384) (293) (31,258) (361) (38,438)

23 4,433 128 13,716 187 21,346 257 27,226 337 34,798 422 42,581

(19) (3,972) (106) (12,645) (156) (18,708) (207) (24,256) (276) (31,112) (338) (38,256)

10 2,036 101 11,033 153 17,079 221 23,526 308 31,696 384 38,946

(8) (2,007) (80) (9,963) (124) (15,118) (171) (20,556) (250) (28,488) (306) (35,146)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 5 510 5 510 10 1,148 16 1,815 17 1,826

(0) (0) (5) (510) (5) (510) (10) (1,148) (12) (1,334) (12) (1,334)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

13 2,396 22 2,172 24 2,822 16 1,297 3 31 11 555

(11) (1,964) (21) (2,171) (22) (2,144) (16) (1,297) (3) (31) (9) (517)

0 0 0 0 5 934 10 1,254 10 1,254 10 1,254

(0) (0) (0) (0) (5) (934) (10) (1,254) (11) (1,258) (11) (1,258)

0 0 7 39 11 58 13 127 17 145 24 185

(0) (0) (7) (39) (11) (58) (13) (127) (17) (145) (23) (181)

0 0 6 35 8 54 11 124 14 141 21 179

(0) (0) (7) (39) (8) (54) (11) (124) (14) (141) (20) (174)

0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (2) (1) (2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 1 4 3 4 1 2 1 1 1 3

(0) (0) (0) (0) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (3)

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

11 1,670 41 3,821 61 5,103 77 6,772 119 8,626 141 11,029

(10) (1,660) (39) (3,807) (58) (4,974) (74) (6,643) (113) (8,271) (132) (10,266)

6 653 36 3,076 51 4,064 67 6,155 110 8,176 131 10,353

(5) (643) (34) (3,061) (48) (3,934) (64) (6,026) (106) (8,217) (125) (9,998)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 1 6 1 6 1 6 4 407 5 418

(0) (0) (1) (6) (1) (6) (1) (6) (1) (6) (1) (6)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

5 1,016 4 739 9 1,032 7 599 3 31 3 246

(5) (1,016) (4) (739) (9) (1,032) (7) (599) (3) (31) (3) (246)

0 0 0 0 0 0 2 10 2 10 2 10

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (2) (10) (3) (15) (3) (15)

法第５条に基づく措置

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

2 10 10 85 10 85 14 105 16 145 16 145

(2) (10) (8) (72) (8) (72) (10) (95) (12) (135) (12) (135)

0 0 4 56 9 80 13 100 14 127 15 140

(2) (10) (4) (56) (7) (68) (10) (95) (11) (121) (12) (135)

0 0 0 0 1 4 1 4 1 4 1 4

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

2 10 6 28 0 0 0 0 1 13 0 0

(0) (0) (4) (16) (1) (4) (0) (0) (1) (13) (0) (0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権

うち、実行に係る貸付債権

うち、謝絶に係る貸付債権

うち、他の金融機関により法の施行日以後になされた貸付けの条件
の変更等の実行を認識していた場合の貸付債権

うち、審査中の貸付債権

うち、審査中の貸付債権

うち、取下げに係る貸付債権

平成２２年６月末

うち、実行に係る貸付債権

（下段は前回公表分）

うち、謝絶に係る貸付債権

『債務者が住宅資金借入者である場合』

平成２２年３月末平成２１年１２月末

信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権に係る債務者の
うち他の金融機関に対しても法の施行日以後に貸付けの条件の変更等の申込み
が行われたことを確認することができた者から、貸付けの条件の変更等の申込
みを受けた貸付債権

うち、実行に係る貸付債権

平成２２年６月末 平成２２年９月末平成２２年３月末

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく実施状況

平成２２年１２月末 平成２３年３月末

うち、謝絶に係る貸付債権

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を
示した貸付債権

うち、審査中の貸付債権

うち、取下げに係る貸付債権

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権

『債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合』

うち、取下げに係る貸付債権

うち、取下げに係る貸付債権

平成２２年１２月末

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権

うち、審査中の貸付債権

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示し
た貸付債権

（下段は前回公表分）

平成２２年１２月末 平成２３年３月末

平成２２年６月末 平成２２年９月末

平成２１年１２月末

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権

うち、実行に係る貸付債権

うち、謝絶に係る貸付債権

うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾する旨の判断を示し
た貸付債権

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を
示した貸付債権

『中小企業金融円滑化法』第4条・第5条に基ずく実施状況について一部集計相違がございましたので下記のとおり、修正させていただいております。

（下段は前回公表分）（下段は前回公表分）（下段は前回公表分）

平成２３年３月末

『債務者が中小企業者である場合』

平成２１年１２月末 平成２２年３月末 平成２２年９月末

信用組合 広島商銀

（下段は前回公表分）

（下段は前回公表分）（下段は前回公表分）（下段は前回公表分）（下段は前回公表分）（下段は前回公表分）（下段は前回公表分）

（下段は前回公表分）（下段は前回公表分）（下段は前回公表分）（下段は前回公表分）（下段は前回公表分）（下段は前回公表分）




